
図 2-1-1 大気汚染測定局の配置状況（平成 26年度）
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凡 例

○ 県管理測定局

● 名古屋市管理測定局

◎ 豊橋市管理測定局

□ 岡崎市管理測定局

△ 豊田市管理測定局

自動車排出ガス測定局

一般環境大気測定局

（注）図中の数字は、資料編

「大気環境」表４の測定局番号である。

（資料）環境部調べ

１ 監視測定体制【大気環境課】

（１）大気汚染常時監視測定局

人の健康を保護し、生活環境を保全する上で

維持されることが望ましい基準として、環境基

準が定められています。県は、県内各地域の大

気汚染に関する環境基準の達成状況等を把握す

るため、大気汚染防止法に基づき、汚染状況を

年間を通じて監視、測定しています（名古屋市、

豊橋市、岡崎市及び豊田市内は各々の市が実施）。

大気の汚染状況を把握する測定局には、自動

車排出ガスによる大気環境の汚染状況を監視す

る自動車排出ガス測定局（以下本節において「自

排局」という。）と、それ以外の大気環境の汚染

状況を監視する一般環境大気測定局（以下本節

において「一般局」という。）があります。これ

らの測定局の県内の配置状況（名古屋市、豊橋

市、岡崎市及び豊田市が管理する測定局を含

む。）は図 2-1-1のとおりです。

（２）有害大気汚染物質モニタリング

ベンゼンなどの有害大気汚染物質による健康

に係る被害を未然に防止するため、平成８年５

月に大気汚染防止法が改正され、有害大気汚染

物質による大気汚染の状況の監視調査（モニタ

リング）に関する規定が定められました。平成

26 年度、県は、このモニタリングを 17 地点で

実施しました（名古屋市、豊橋市、岡崎市及び

豊田市が実施している調査地点を含む）。

２ 大気汚染の状況【大気環境課】

常時監視の対象とされている物質のうち、環

境基準が定められている二酸化硫黄等６物質に

ついての現況は次の（１）～（６）のとおりで

す。また、ベンゼンなど有害大気汚染物質モニ

タリングを行っている物質についての現況は

（７）のとおりです。

（１）二酸化硫黄（SO2）

二酸化硫黄は無色の刺激性の気体で水に溶け

やすく、高濃度のときは目の粘膜に刺激を与え

るとともに呼吸機能に影響を及ぼすとされてい

ます。

県は、大気汚染防止法に基づく K値規制に加

え、昭和 49年４月から愛知県公害防止条例（当

時）に基づく K値規制や総排出量規制を開始し、

また、昭和 51年４月から大気汚染防止法に基づ

く総量規制を開始するなどの施策を進めてきま

した。

その結果、二酸化硫黄による大気汚染は改善

が進み、三宅島噴火の影響があった平成 12年度

を除き、昭和 55年度以降すべての測定局で環境

基準を達成しています。

なお、年平均値の経年変化は図 2-1-2のとお

りであり、達成率の経年変化は図 2-1-3のとお

りです（（２）～（６）についても同じ）。

【用語】
有害大気汚染物質：継続的に摂取された場合に人の健康を損なうおそれのある物質で大気汚染の原因にな
るものをいい、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の 23物質が特に優先的に対策
に取り組む物質（優先取組物質）とされている。

K値規制：県内を６区域に分け、区域ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度として定める定数（K値）
により、ばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量を規制するもの。
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図 2-1-1 大気汚染測定局の配置状況（平成 26年度） 
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凡  例 

○ 県管理測定局 
● 名古屋市管理測定局 
◎ 豊橋市管理測定局 
□ 岡崎市管理測定局 
△ 豊田市管理測定局 

 

自動車排出ガス測定局 

一般環境大気測定局 

（注）図中の数字は、資料編 
「大気環境」表４の測定局番号である。 
（資料）環境部調べ 

１ 監視測定体制【大気環境課】

（１）大気汚染常時監視測定局

人の健康を保護し、生活環境を保全する上で

維持されることが望ましい基準として、環境基

準が定められています。県は、県内各地域の大

気汚染に関する環境基準の達成状況等を把握す

るため、大気汚染防止法に基づき、汚染状況を

年間を通じて監視、測定しています（名古屋市、

豊橋市、岡崎市及び豊田市内は各々の市が実施）。

大気の汚染状況を把握する測定局には、自動

車排出ガスによる大気環境の汚染状況を監視す

る自動車排出ガス測定局（以下本節において「自

排局」という。）と、それ以外の大気環境の汚染

状況を監視する一般環境大気測定局（以下本節

において「一般局」という。）があります。これ

らの測定局の県内の配置状況（名古屋市、豊橋

市、岡崎市及び豊田市が管理する測定局を含

む。）は図 2-1-1のとおりです。

（２）有害大気汚染物質モニタリング

ベンゼンなどの有害大気汚染物質による健康

に係る被害を未然に防止するため、平成８年５

月に大気汚染防止法が改正され、有害大気汚染

物質による大気汚染の状況の監視調査（モニタ

リング）に関する規定が定められました。平成

26 年度、県は、このモニタリングを 17 地点で

実施しました（名古屋市、豊橋市、岡崎市及び

豊田市が実施している調査地点を含む）。

２ 大気汚染の状況【大気環境課】

常時監視の対象とされている物質のうち、環

境基準が定められている二酸化硫黄等６物質に

ついての現況は次の（１）～（６）のとおりで

す。また、ベンゼンなど有害大気汚染物質モニ

タリングを行っている物質についての現況は

（７）のとおりです。

（１）二酸化硫黄（SO2）

二酸化硫黄は無色の刺激性の気体で水に溶け

やすく、高濃度のときは目の粘膜に刺激を与え

るとともに呼吸機能に影響を及ぼすとされてい

ます。

県は、大気汚染防止法に基づく K値規制に加

え、昭和 49年４月から愛知県公害防止条例（当

時）に基づく K値規制や総排出量規制を開始し、

また、昭和 51年４月から大気汚染防止法に基づ

く総量規制を開始するなどの施策を進めてきま

した。

その結果、二酸化硫黄による大気汚染は改善

が進み、三宅島噴火の影響があった平成 12年度

を除き、昭和 55年度以降すべての測定局で環境

基準を達成しています。

なお、年平均値の経年変化は図 2-1-2のとお

りであり、達成率の経年変化は図 2-1-3のとお

りです（（２）～（６）についても同じ）。

【用語】
有害大気汚染物質：継続的に摂取された場合に人の健康を損なうおそれのある物質で大気汚染の原因にな

るものをいい、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の 23物質が特に優先的に対策
に取り組む物質（優先取組物質）とされている。

K値規制：県内を６区域に分け、区域ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度として定める定数（K値）
により、ばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量を規制するもの。
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図 2-1-2 大気汚染に係る環境基準が定められている物質の全県年平均値の経年変化
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（注）環境基準については、資料編「大気環境」表１を参照

（資料）環境部調べ

図 2-1-3 大気汚染に係る環境基準達成率の経年変化
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（資料）環境部調べ

一般環境大気測定局

自動車排出ガス測定局

一般環境大気測定局

自動車排ガス測定局

（２）二酸化窒素（NO2）

二酸化窒素は赤褐色の刺激臭の気体で、高濃

度のときは目、鼻等を刺激するとともに呼吸器

に影響を及ぼすとされています。

県は、大気汚染防止法や県民の生活環境の保

全等に関する条例に基づく工場・事業場に対す

る排出規制等に加え、「愛知県窒素酸化物及び粒

子状物質総合対策推進要綱」（平成 18年４月策

定、平成 25年３月改正）に基づき、主な排出源

である自動車への対策を進めてきました。

また、自動車から排出される窒素酸化物及び

粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法（自動車 NOx･PM法）に基づく

施策や「あいち自動車環境戦略 2020」などによ

る総合的な自動車交通環境対策を推進していま

す。

平成 26年度においては、一般局、自排局とも

に全ての局で環境基準を達成しました。なお、

近年、年平均値は緩やかな減少傾向にあります。

（３）一酸化炭素（CO）

一酸化炭素は無臭、無色、無刺激の気体で、

呼吸器から体内に入り血液中のヘモグロビンの

酸素運搬機能を阻害するため、高濃度のときは

頭痛、めまい、意識障害を起こすとされていま

す。

昭和 41 年からの自動車排出ガス規制の実施

により改善が進み、本県では、昭和 48年度以降

すべての測定局において環境基準を達成してい

ます。

（４）浮遊粒子状物質（SPM）

浮遊粒子状物質は大気中に浮遊する粒子状物

質のうち粒径が 10µm（1µm＝1／1,000mm）以下

のものです。沈降速度が遅いため大気中に比較

的長時間滞留し、高濃度のときは呼吸器等に悪

影響を与えるとされています。

これまで、浮遊粒子状物質の原因となる粉じ

ん、ばいじん、ディーゼルエンジンから排出さ

れる黒煙等に対する規制は順次強化されてきて

います。

平成 26年度においては、一般局及び自排局と

もに、全ての局で環境基準を達成しました。な

お、近年、年平均値は緩やかな減少傾向にあり

ます。

（５）光化学オキシダント（Ox）

光化学オキシダントは大気中のオゾン、パー

オキシアセチルナイトレート等の酸化力が強い

物質の総称であり、光化学スモッグの原因とな

っています。高濃度のときは眼を刺激し、呼吸

器、その他の臓器に悪影響を及ぼすとされてい

ます。

県は、光化学オキシダントの原因物質である

窒素酸化物や揮発性有機化合物（VOC）の排出規

制及び炭化水素系物質発生施設の規制を行って

います。

平成 26年度においては、平成 25年度と同様

すべての測定局で環境基準を達成していません。

光化学スモッグ予報の発令日数は１日でした

（注意報、警報及び重大警報は発令なし。）。な

お、光化学スモッグによると思われる健康被害

の届出はありませんでした。なお、昼間（５時

から 20時まで）年平均値は、横ばいの傾向にあ

ります。

（６）微小粒子状物質（PM2.5）

微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子

状物質のうち、粒径が 2.5µm以下の粒子のこと

です。粒径が小さいため吸い込むと肺の奥深く

まで達し、健康への影響が懸念されています。

平成 21 年９月に環境基準が設定され、平成

23年４月から常時監視を開始しました。平成 26

年度においては、一般局では 37局中 8局で環境

基準を達成し、自排局では、15局中４局で環境

基準を達成しました。

なお、平成 27年 10月 31日時点で、県全体で

55測定局に拡充し測定しています。
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図 2-1-2 大気汚染に係る環境基準が定められている物質の全県年平均値の経年変化
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図 2-1-3 大気汚染に係る環境基準達成率の経年変化
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（７）有害大気汚染物質

有害大気汚染物質のうち、ベンゼン、トリク

ロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロ

ロメタンの４物質については環境基準が、また、

アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀

及びその化合物、ニッケル化合物、クロロホル

ム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、ヒ

素及びその化合物、マンガン及びその化合物の

９物質については「環境中の有害大気汚染物質

による健康リスクの低減を図るための指針とな

る数値」（以下本節において「指針値」という。）

が定められています（環境基準の詳細は資料編

「大気環境」表１を参照）。

県は、ベンゼン等４物質及びアクリロニトリ

ル等９物質についてモニタリング調査を実施し

ており、平成 26年度はすべての地点で環境基準

を達成するとともに指針値を満足しています。

なお、年平均値の経年変化は図 2-1-4及び図

2-1-5のとおりです。

大気汚染常時監視測定局 有害大気汚染物質の分析風景

図 2-1-4 環境基準が定められている有害大気汚染物質の全県年平均値の経年変化
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クローズアップ
PM2.5注意喚起・光化学スモッグ注意報等のメール配信
サービスを行っています

図：PM2.5の大きさ（概念図）

（出典：米国環境保護庁資料）

ヒト の毛髪
(平均径７０μｍ) 

海岸細砂
(粒径約９０μｍ) 

PM2.5 とは、大気中に浮遊している粒径が 2.5μm 以下の非常に小さな粒子のことで、肺の奥深くまで

入りやすく、呼吸器系や循環器系への影響が懸念されています。また、光化学スモッグとは、光化学オキ

シダントと呼ばれる酸化力の強い物質が高濃度になり、白くもやがかかった状態のことで、光化学オキシ

ダントが高濃度になると、眼への刺激や、呼吸器等への悪影響を及ぼすとされています。

○ PM2.5注意喚起情報メール配信サービスの内容

県では、PM2.5の日平均値が 70μg/m3（国の暫定指針値）

を超えると予想される場合には、注意喚起情報を区域ごと

に発令しています。

発令の際は、県の Webサイトや市町村を通じて、県民の

皆様に注意を呼びかけていますが、これに加え、県では、

PM2.5注意喚起情報発令（解除）情報のメール配信サービス

を平成 27年３月 17日から新たに開始しました。事前にメ

ールアドレスを登録していただくと、発令内容をメールで

もお知らせするもので、メール配信期間は、毎年 11月から

翌年８月末までを予定しています。

なお、これまでの発令実績は、平成 26年３月 18日に、尾張区域・西三河区域に発令したのみです。

○ 光化学スモッグ注意報等メール配信サービスの内容

県では、光化学オキシダントが高濃度となった場合、光化学ス

モッグ予報等を発令しており、平成 27年度における光化学スモ

ッグ注意報等発令日数は、予報が７日、注意報は 1日で、警報及

び重大警報はありませんでした。

発令の際は、PM2.5の場合と同様、県の Webサイトや市町村を

通じて県民の皆様に注意を呼び掛けていますが、県では昨年度に

引き続き、光化学スモッグ注意報等発令（解除）情報のメール配

信サービスを平成 27年４月１日から 10月 31日まで行いました。

○ メール配信サービスの登録方法

登録方法は、空メールを送るだけの簡単なものです。

詳細は以下の Webページを御確認下さい。

【パソコン、スマートフォンからの配信登録方法】

〈PM2.5〉

http://taiki-kankyo-aichi.jp/kankyo/pm25hatsurei/Hats

ureiDeliveryServicePM25.html

〈光化学スモッグ〉

http://taiki-kankyo-aichi.jp/kankyo/hatsurei/Hatsurei

DeliveryService.html

【スマートフォンを除く携帯電話からの登録方法】

以下の手順で、各登録ページへアクセスしてください。

http://www.pref.aichi.jp/mobile/→「節水・光化学スモッ

グ・PM2.5」→「光化学スモッグ情報・PM2.5」

図：光化学スモッグ発生概略図

図：メール配信サービス（イメージ）

空メール送信
（初回登録時のみ）

ＰＭ２．５注意喚起情報

光化学スモッグ予報等

発令のお知らせ

愛知県
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（７）有害大気汚染物質

有害大気汚染物質のうち、ベンゼン、トリク

ロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロ

ロメタンの４物質については環境基準が、また、

アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀

及びその化合物、ニッケル化合物、クロロホル

ム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、ヒ

素及びその化合物、マンガン及びその化合物の

９物質については「環境中の有害大気汚染物質

による健康リスクの低減を図るための指針とな

る数値」（以下本節において「指針値」という。）

が定められています（環境基準の詳細は資料編

「大気環境」表１を参照）。

県は、ベンゼン等４物質及びアクリロニトリ

ル等９物質についてモニタリング調査を実施し

ており、平成 26年度はすべての地点で環境基準

を達成するとともに指針値を満足しています。

なお、年平均値の経年変化は図 2-1-4及び図

2-1-5のとおりです。

大気汚染常時監視測定局 有害大気汚染物質の分析風景

図 2-1-4 環境基準が定められている有害大気汚染物質の全県年平均値の経年変化
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クローズアップ
PM2.5注意喚起・光化学スモッグ注意報等のメールサービス
を行っています

図：PM2.5の大きさ（概念図）

（出典：米国環境保護庁資料）
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PM2.5 とは、大気中に浮遊している粒径が 2.5μm 以下の非常に小さな粒子のことで、肺の奥深くまで

入りやすく、呼吸器系や循環器系への影響が懸念されています。また、光化学スモッグとは、光化学オキ

シダントと呼ばれる酸化力の強い物質が高濃度になり、白くもやがかかった状態のことで、光化学オキシ

ダントが高濃度になると、眼への刺激や、呼吸器等への悪影響を及ぼすとされています。

○ PM2.5注意喚起情報メール配信サービスの内容

県では、PM2.5の日平均値が 70μg/m3（国の暫定指針値）

を超えると予想される場合には、注意喚起情報を区域ごと

に発令しています。

発令の際は、県の Webサイトや市町村を通じて、県民の

皆様に注意を呼びかけていますが、これに加え、県では、

PM2.5注意喚起情報発令（解除）情報のメール配信サービス

を平成 27年３月 17日から新たに開始しました。事前にメ

ールアドレスを登録していただくと、発令内容をメールで

もお知らせするもので、メール配信期間は、毎年 11月から

翌年８月末までを予定しています。

なお、これまでの発令実績は、平成 26年３月 18日に、尾張区域・西三河区域に発令したのみです。

○ 光化学スモッグ注意報等メール配信サービスの内容

県では、光化学オキシダントが高濃度となった場合、光化学ス

モッグ予報等を発令しており、平成 27年度における光化学スモ

ッグ注意報等発令日数は、予報が７日、注意報は 1日で、警報及

び重大警報はありませんでした。

発令の際は、PM2.5の場合と同様、県の Webサイトや市町村を

通じて県民の皆様に注意を呼び掛けていますが、県では昨年度に

引き続き、光化学スモッグ注意報等発令（解除）情報のメール配

信サービスを平成 27年４月１日から 10月 31日まで行いました。

○ メール配信サービスの登録方法

登録方法は、空メールを送るだけの簡単なものです。

詳細は以下の Webページを御確認下さい。

【パソコン、スマートフォンからの配信登録方法】

〈PM2.5〉

http://taiki-kankyo-aichi.jp/kankyo/pm25hatsurei/Hats

ureiDeliveryServicePM25.html

〈光化学スモッグ〉

http://taiki-kankyo-aichi.jp/kankyo/hatsurei/Hatsurei

DeliveryService.html

【スマートフォンを除く携帯電話からの登録方法】

以下の手順で、各登録ページへアクセスしてください。

http://www.pref.aichi.jp/mobile/→「節水・光化学スモッ

グ・PM2.5」→「光化学スモッグ情報・PM2.5」

図：光化学スモッグ発生概略図

図：メール配信サービス（イメージ）

空メ ー ル送信
（初回登録時の み）

Ｐ Ｍ２． ５注意喚起情報

光化学スモッ グ予報等

発令のお知らせ
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図 2-1-5 指針値が定められている有害大気汚染物質の全県年平均値の経年変化
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１ 工場・事業場対策【大気環境課】

大気汚染を防止するためには、工場・事業場、

自動車等からの大気汚染物質の排出を抑制する

必要があるため、県は、大気汚染防止法、県民

の生活環境の保全等に関する条例（以下本節に

おいて「生活環境保全条例」という。）、「愛知県

窒素酸化物及び粒子状物質総合対策推進要綱」

等に基づき、窒素酸化物などのばい煙やベンゼ

ンなどの有害大気汚染物質、粉じん等に対する

規制対策を推進しています。

工場・事業場については、大気汚染防止法及

び生活環境保全条例に基づき、ばい煙発生施設、

粉じん発生施設、揮発性有機化合物排出施設及

び炭化水素系物質発生施設（以下本節において

「ばい煙発生施設等」という。）に対する規制・

指導を実施しています。

また、県民及び事業者の大気汚染防止に関す

る理解と関心を一層深め、足元からの取組を促

進するために、12月の大気汚染防止推進月間を

始めとする様々な機会をとらえ、啓発活動を実

施しています。

大気汚染防止法や生活環境保全条例等に基づ

くばい煙発生施設等に関する規制の概要は資料

編「大気環境」表５、表６のとおりです。

なお、自動車等からの大気汚染物質の排出抑

制については次章「交通環境」で記載していま

す。

２ ばい煙発生施設等の届出状況【大気環境課】

大気汚染防止法及び生活環境保全条例に定め

るばい煙発生施設等の届出状況は表 2-2-1のと

おりです。

表 2-2-1 ばい煙発生施設等の届出状況

区分
所管別

計
愛知県 名古屋市 豊橋市 岡崎市 豊田市 一宮市 春日井市

ばい煙発生施設 3,028 1,243 239 166 254 － － 4,930

一般粉じん発生施設 432 48 41 32 50 3 16 622

特定粉じん(アスベスト)発生施設 0 0 0 0 0 0 0 0

揮発性有機化合物排出施設 58 6 4 4 6 － － 78

ばい煙発生施設 2,222 284 342 71 65 － － 2,984

粉じん発生施設 1,131 148 118 71 131 21 66 1,686

炭化水素系物質発生施設 162 59 27 11 12 － － 271

（注）平成 27 年３月末現在 （資料）環境部調べ

ばい煙等処理設備の設置状況については、硫

黄酸化物対策として排煙脱硫装置が 103基（以

下本節では愛知県所管分について記述していま

す。）、窒素酸化物対策として排煙脱硝装置が

143 基、ばいじん対策として集じん装置が 640

基及び建屋集じん装置が 14基、炭化水素系物質

対策として吸着施設等が設置されている施設が

600施設あります。

平成 25 年度の１年間にばい煙発生施設から

排出された硫黄酸化物（二酸化硫黄換算値）は

10.0千トン、窒素酸化物（二酸化窒素換算値）

は 25.4千トンでした。

区分
所管別

計
愛知県 名古屋市 豊橋市 岡崎市 豊田市 一宮市 春日井市

ばい煙発生施設 8,622 3,066 533 446 1,324 － － 13,991

一般粉じん発生施設 3,675 169 246 99 293 3 185 4,670

特定粉じん(アスベスト)発生施設 0 0 0 0 0 0 0 0

揮発性有機化合物排出施設 184 28 63 12 53 － － 340

ばい煙発生施設 5,176 581 789 162 359 － － 7,067

粉じん発生施設 6,676 742 668 524 1,063 39 485 10,197

炭化水素系物質発生施設 298 89 75 13 23 － － 498

第2節　大気環境保全に関する施策図 2-1-5 指針値が定められている有害大気汚染物質の全県年平均値の経年変化
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１ 環境の状況

（１）大気汚染【大気環境課】

自動車から排出される窒素酸化物、炭化水素、

一酸化炭素及び粒子状物質の大気汚染物質につ

いては、大気汚染防止法等に基づき順次排出規

制が強化されてきました。

平成 26年度の大気汚染調査結果によれば、二

酸化窒素について、県内 23か所の自動車排出ガ

ス測定局全てで環境基準を達成しました。

（２）騒音・振動 【地球温暖化対策室】

平成 26 年度の主要幹線道路沿いの騒音に関

する環境基準は 996区間で評価を行い、487,327

戸中 466,535 戸が達成しており、達成状況は図

3-1-1 のとおりでした。騒音に関する要請限度

（基準）は 137地点中８地点で超過しており、

超過状況は図 3-1-2のとおりでした。また、振

動については、平成 26年度に測定した 65地点

のすべてで要請限度（基準）を下回りました。

図 3-1-1 自動車騒音に関する環境基準の達成状況

図 3-1-2 自動車騒音に関する要請限度の超過状況

２ これまでの取組の経緯【地球温暖化対策

室】

本県は、交通の要衝であるとともに、人口が

多く産業の集積地でもあることから、人や物の

移動が極めて多い地域です。また、旅客輸送に

おける自家用車の利用割合が東京都や大阪府と

【用語】

要請限度：騒音規制法第 17 条第１項に基づくもので、市町村長が、自動車騒音により道路の周辺の生活

環境が著しく損なわれると認めるときに、県公安委員会に対して道路交通法の規定による措置をとるよ

う要請する際の基準。また、振動については、振動規制法第 16 条第１項に基づくもので、道路の周辺

の生活環境が著しく損なわれていると認めるときに、道路管理者や県公安委員会に対して措置をとるよ

う要請する際の基準。

（資料）環境部作成

（資料）環境部作成

第１節　自動車交通環境

第３章　交通環境
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３ 立入検査及び措置状況【大気環境課】

（１）立入検査

ばい煙発生施設等を設置している工場・事業

場に対し、大気汚染防止法及び生活環境保全条

例に定める排出基準等の遵守徹底を図るため、

平成 26年度は延べ 2,487工場・事業場について

立入検査を実施し、施設の使用状況、処理設備

の管理状況、ばい煙の排出状況等を確認し、必

要に応じて改善指導等を行いました。

（２）ばい煙測定

ばい煙発生施設等の排出基準の適合状況等を

検査するため、延べ 57工場・事業場で 539検体

のばい煙測定を行いました。

（３）措置

平成 26年度においては、立入検査やばい煙測

定の結果、処理設備の改善等を要すると判断し

た延べ 6工場・事業場に対し指導票等により指

導を行いました。これらの工場・事業場につい

ては再度立入検査を行い、改善の状況等につい

ての確認を行っています。

４ VOC（揮発性有機化合物）対策の推進【大

気環境課】

大気汚染防止法の改正により、平成 18年４月

から、環境基準の達成率が低い浮遊粒子状物質

及び光化学オキシダントについて、その原因物

質の一つである揮発性有機化合物（VOC）の排出

規制が始まりました。VOC対策については、「法

規制」と「自主的取組」を組み合わせながら、

平成 22年度までに工場・事業場の固定発生源か

らの VOC排出量を平成 12年度比で４割程度（法

規制により２割、自主的取組により２割）削減

することを目標としています。

県は、VOC 排出抑制に関する事例集などの啓

発資料の作成、講習会等の開催や、「愛知県窒素

酸化物及び粒子状物質総合対策推進要綱」に基

づき、事業者の自主的な VOC排出抑制の取組を

支援しています。

その結果、県内の VOC 排出量は平成 12 年度

7.3万トンから平成 22年度 4.4万トンに削減さ

れ、目標の 4.6万トンを達成しました。その後

の変化は図 2-2-1のとおりです。

図 2-2-1 県内の VOC排出量の推移

（資料）環境部調べ

５ アスベスト対策の推進【大気環境課】

アスベスト（石綿）は、大気汚染防止法によ

り、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある

物質として平成元年に特定粉じんに指定され、

特定粉じん発生施設及び特定粉じん排出等作業

の規制が行われています。なお、平成 16 年 10

月からは、すべてのアスベストの製造、輸入、

使用などが禁止されたことに伴い、県内の特定

粉じん発生施設は平成 18 年度末までにすべて

が廃止されています。

特定粉じん排出等作業には、吹付け石綿、石

綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が

使用されている建築物その他の工作物の解体、

改造及び補修作業が該当します。それら作業の

実施に当たっては、実施の届出とともに作業基

準に従い行うことが義務づけられています。平

成 26年度は、県に 186件の届出があり、立入検

査等により特定粉じんの飛散防止について事業

者に対する指導を行っています。

さらに、県は、国、県の関係機関、民間の関

係団体等で構成する愛知県アスベスト対策協議

会を平成 17年９月に設置し、講習会の開催等に

よる県民、事業者への情報提供、被害の拡大防

止、相談窓口の整備などの取組を進めています。

また、大気汚染防止法の一部を改正する法律

が平成 26年６月に施行され、アスベスト対策に

ついて強化されています。
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